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｢秋成社」の機業場

一収蔵資料の紹介一

渡部綱次郎＊

1ﾉﾘ京伝習生徒の覚知する所から考えると，白縮緬壁上

布黒紬子汗巾等は，季節を|川わず能<販!Eされ，且つ

徳維があるので，将来は一大物産となることは信じて

疑いない。

化学染法については未i州なる故，伝習生徒を募集し

て洋法化学染等を教授することが急務である。

今(､|も)日迄に施行せし所の概要を摘救すると次の.ifi

りである。

生糸の件

ノk糸は年々湯沢町（現湯沢市）において，買入れる

を例とする。仲間は尚橋規矩治へ托す。然しながらⅢI

成当地‘ﾉ|配買入れることを良とする。9月II)月のl,i,Jﾉ1

は じめに

この資料は，昭fil62年5月に．ド*余川県秦野市史細

さん室から秋|Ⅱ県関係衝料であるからとして，一ｷﾙの

まま寄贈された82点中の一|Ⅲである。

「秋成社」は，秋im',↓が｜冒族授厳のために,mm.

撰企，機業を興すことで結成されたものであり，本稿

は，その中の機業について，『秋lll県勧業年報』を参

!!({しながら，次の'順によって紹介する。

I機業場の県からのヅ|渡し。

Ⅱ「士魂城之碑」

Ⅲ機業場のり『lへの返上

Ⅳ機業場御リ|渡致候二付演説‘-1{：

I機業場の県からの引渡し

｜ﾘl治12年11879)に結ﾉ戊L,専ら膿乗柴に励んで見

るべき実績を挙げていた秋成社は,mmu年1881

「側ら機業を起し婦女rをして該業を;ﾉﾐ群せしめ，続

該々社の隆礁を企[llljするにあり。」として，秋HU',l-機業

場の払下げを出願して許された。

「演舌書」（明治14年5月30日付,IEI機業場長秋|Ⅱ

ﾘI.上等腰佐々木知,光から，秋成社長去MﾉI-氏熟あて）に

よオlば，機業場は南秋lll郡農野下新Ⅲ126箭地の，陸軍

γi所轄{|||台鎮台の姻u地にあって，その概要は次の遡

りである。

本県産出の織物は，多くは季節によって売買の栄脹

を来たしておるので,Bf季を察して紬柚織製の良侭を

考究すべきを雌も要点とする。更衣のII,1好に適するも

のは耕畝を第一にし，次に雌上布八反州:地（四季をイ<

i川）前眠地Ill壱尺弐､I-五分）等にする。冬衣はh1.l有

の八丈白畝の伽きが最も利がある。

機業の改良は方今最も緊喚とする所であり，それを
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渡 部 綱次郎

新糸売買の季節にいたっては，相場の変動もあるので

相当の人を派遣して買糾めすること，相場の激変に注

意せずんばあるべからず。

従来使用する生糸は，月々平均四拾五貰匁内外とす

る。

政塊根之件

孜塊（はまなす）根川||採方は，今春二月末Ill本郡役

所勧業掛，豊日|正己が出県の折柄，機業場並びに織物

会社へ来たりて，孜塊根堀採方法方を設け，これ迄繁

植法を実施するについては，悉く皆郡役所へ依頼ある

旨懇談に付，織物会社長清岡行三と協議の上，役所へ

依托することに決定，しかして姑息に他からの買入れ

を禁ずる口約をしたのである。既に去る四月-'一三日該

祁役所御用掛匿熊貞蔵が来庁して，金百円宛機業場お

よび織物会社から渡すが，未だ価格は一定していない

けれども，五丁II官倉|ﾉ1染工所届にて，弐円七八拾銭

位能代町引配は弐円弐三拾銭位を予約している。その

後該郡役所へ書信を二三|面1往復して,*i採方差配の景

況を報道する。また金五百円も送るべき旨来信あった

けれども，これより先き五月三日に織物会社員戸沢金

弥山本部地方及び哨秋|{1郡野石・船越辺へ出張して，

専ら取裡方の手配をさせる。もっともIll本部役所へも

出頭して，万事打合ｵつせをするはずにつ､､て，戸沢か

帰県の上何分の報道に及ぶべき旨をlul稗する。戸沢が

出張の際政塊根の買入手金として金五拾円を仮渡し，

かつ出張諸賀は折半とし帰県の上支弁する。なお戸沢

が出張中に機業場の名義で結約したものは，悉く皆貴

社と結約と見なして効を有する。

昨年中にJ'lli採方を依屈したものは,III本郡能代上町

（現能代市）池井久三郎，同郡大II村金子兵左衛I"]お

よび，同郡浜田村戸長77川甲太郎である。

既に前金を托しているのは，金一｣竺兵左衛nへ金八拾

円，石川甲太郎へ八円四拾壱銭九厘,III本部役所へ金

百円，戸沢金弥へ五拾円，合計金弐百三拾八円四拾壱

銭九厘である。これは仮りに政塊根と見なして七百八

拾四貨匁，営業諸品第一行|｜に明記している。これま

で致達している分は，八百六拾三世八百匁の内，七拾

脚文は己に金中にあって染汁としている故に，原質の

侭にあるものが九拾三脚八I'!匁である。残余は右の箇

所から漸次郵送されてくる筈であるが，織物会社と熟

談して，それぞれ買縄方については今後とも差支えは
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ない。但し金員預;|[は伊藤八太郎へ相渡している。

売捌所送遣之件

lﾘ]治十年六月に官設以来，生糸の買入・織物売捌方

を依托したのは，秋、大町三丁目（現秋Ill市）の瀬川

徳助と，東京富沢町の同店瀬川直吉で，今日迄終始一

の如く能く弁用を達している。

昨十三年九月,fllft(佐々 木）命を奉じて，両京名

古屋大坂等の身元たしかなる商家と，売買の仮約定書

を取替したのは次の411しである。

東京都日本橋IX伊勢町九番地

中 島 久 平

大阪府東区安土町壱丁'三｜

外村与左エ|川1

京部府烏丸四{傑上ル竿町

下村忠兵衛

この三|淵とは，約定書を取替している。外に名古屋

京町通り茶屋町のiﾉﾄ藤治郎左エ門店とも，今後の取り｜

の予約をなし，併せて見本として八丈若干を送ること

を口約している。

秋IⅡ大町三丁IIの黒沢利八へは，十一年五月に製造

[IN売捌方を>v-し付けた。もっとも手数料として売捌金

向百分の五を給与する約束である。現に各地へ郵送す

ることを依托している物Ill'lは次のiljjりである。

秋旧黒沢利八

八 丈 七 拾 四 反 六 1 1 1 弐 百 七 拾 壱 匁

此売価三百弐H五拾壱厘

絹 紬 四 反 三 百 三 拾 弐 匁 五 分

同弐拾弐円五拾菱

,*"'地男壱反
百四拾壱反

女壱反

同六円六拾釜

異加]紙rIi壱反
一・曇り『】

弐百弐拾六匁
弐反

li1六円七姶菱

節織四反四百拾九匁

同拾四円三拾釜

紺壱反六拾八匁

M四円弐拾菱

綿八丈拾壱反壱V[七拾壱匁

此売価拾七門三拾五美

東京瀬川H'L吉



｢秋成社」の縦業場

八文五百五拾五反五拾三!'(三百六拾五匁

三月六日付を以て，百匁に{､'五円四拾

菱かえに売捌くことをll>世わせしに，

季節が遅れるということで，当時不捌

の趣を電報通信したが故に，四月十七

日悉皆なるとして五円に売捌くよう，

しかるべき旨指押した。

東京中,|;ル久､'た

八丈 弐拾四反弐I ' l 拾 三 匁

此売価五円四拾菱かえ

畝八文三拾六反三IT九百四拾四匁

同六円 六 拾 受 か え

八反帯三拾八反壱脚九百○七匁

内上等拾壱反五百五拾上匁

壱反Iﾉ1丘’一二匁売去li

此売価拾円かえ

内中等拾五反七百三拾七匁

同八円五拾愛かえ

内IK拾弐反六百拾三匁

同六円li拾愛かえ

上,氾のように通知した所柄介は至仙良好であった

が，世間の価格に比較すると，頗る格高であるとの''1

入れがあり，よって多少なりとも減却をはかった。そ

れでも尚充分の価位を存してL､る。

名古屋〃n鯛台郎左エI"1

八jこ弐拾反壱I'i七百犬拾四匁

二月廿一日五円四拾美かえにて売捌し

てほしい旨通信したけ-ｵ(ども，その後

回蒋がないので今に預|〃いてL,る。

大坂瀧PJIHﾘl

同"|：｜脈太郎

八丈八拾三反七I'i-五百四拾li.匁

但し百匁に付五円Il-l拾/f.奨杵えとする。

此代金四百拾壱円弐拾受三厘と，外に

荷換打歩として．保陥料にて姶四円八

拾五菱を送金するようにと掛合いをし

た。これは先ﾉﾉに対しては,',求するこ

とになるけれども，｜淵家の悩料として

口術を以て憎減を乞うことがある'1↑は

時宜に由って此分は滅却する見込みで

ある。該商は大阪府東'八平Ij-mr三丁II

jl－ﾛﾚ

ﾉ、ﾉム

八丈

白畝

紬畝

紺縞

節織

廿六砺地寄留，人阪府I胃i槻郡々書記奉

職三輪俊之助より，懇々の依噸があっ

て送ｲ､'せられたもの，尤も三輪と該商

及び‘ﾉIriNlill人松尾孝助なるもの，述‘課

の約定書取替あるが故に，送金の遅滞

あるときは，充分三輪に対して督促す

る椎利を有す。此の金員取立の義は当

第一銀↑j支店支配人村井義寛へ依頼し

てL､るので，大阪同行において受仙次

第,1社へ報道する手筈になってL､る。

大阪外村肌左エド'1

百ﾉL拾弐反拾七間八百弐拾八匁

但し百匁に付き五円四拾美替にて売却

する旨，三月七日に通信せしが，季節

|暖和に向かい当時不捌の由報道があっ

た。

西京下村忠､兵術

弐百六拾七反弐拾六賞九百七匁五分

内棚上等五拾反四賞七百三拾壱匁

百匁に付き六円三拾菱かえ

内大llJ上等九拾六匁拾側七百八拾八匁

百匁に付き五円拾菱かえ

内-:ﾉL拾六反九間八拾壱匁

百虹に付き五円四拾菱かえ

内卜弐拾五反弐脚三百五匁五分

但し此分は京地不向の趣に付き

売(illi不極只預けあるのみ、

六拾三反六I'l五百八匁

百匁に付き九円三拾美かえ

壱反百弐匁

五拾弐反四脚六百四拾四匁

拾七I又壱I'l七百七拾四匁五分

但し此三脈は京地不向に付き，

売(illi不極只預けあるのみ

く送ることになるが，暖和の候すなｵっ以上の4iiく送ることになるが，暖和の候すなｵっ

さ今不捌に{､lき，九月頃迫相預りおく旨申しきた

オlり，不向のIII1llは指抑次第("Iれの地へなりとも送

る旨N篠があった。依って此の分は取戻しの上売

捌くを良策と考える。

この.ill)り塊今送j世あるというけれども，該間等はH

れもｲ:Ill,t;の身分の背にして素より正確であるが，万一
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漉部綱次郎

不都合の事故があった場合は，早々にih川させ決して

迷惑をかけないように処置すべきである。尤も郵送の

部度にそれぞれN答することになっている。ただ相場

の高低には僕l知しないが，来たる十四年十二月廿五日

以降は，一切関係なしである。

資産は，金参万五百九拾七門九拾四銭六厘で，内訳

のあらましは次のようになっている。

他家三棟（三百五拾壱坪八合七ﾉ､J壱児）

恢戯壱陳八坪（述具障子四十七枚，板戸川六枚，

小板戸廿枚，窓障子百五｜･七枚，仲j戸''九枚,m

子戸六枚，襖拾五枚，猟七拾六桝

金三百五拾円

器具は，機具九拾八挺など三十Ill'l11

金六百六拾円四菱四厘

Wiii'n'iは，テーブル九個ほか三十-I'll'.11

金三百五拾八円三拾八美八I'll

滞要i¥,(既に諸費をもって虻払った残m)は，蒜

拾三釜をはじめ十二1V,11

尚業諸Ill'lは，敗塊根七百八拾四I'l;匁ほか四十四ll'l

ll金壱万千参百四円九拾九愛七厘

製造npは，八丈，畝八丈，畝織など三十三,',;,11

金壱万七千七百六拾弐｢'}六拾弐婆ﾉL厘

で､ある。

Ⅱ士魂城之碑

明袷十四年九月十七日，明治天皇が秋成社に御巡幸

になられたので，この機業場も天覧に供された。秋成

社事業がそれ迄に達していた慨i;符を，小}ﾉkが「士魂城

之仰」に刻んでいる。

「（上略）（明治九年）セノ:}六II,人久保|人l務郷到

秋llll','-,勧余以士族就産，荒蕪地州墾之if,in]十年|両l

志百三十余名結社，同十一年有内務郷紀尼井坂之変。

故授産筏金貸与之事絶美。更i'l官得涜金六万I'l．同十

二年八月創立秋成社経営大張野，将軍野，北橘岡下

野之|刑墾及牧畜，養垂，機業等。同｜･三年三月欺願行

幸篤。｜司十四年九月，車駕北巡。同月十七日臨幸干秋

Ill長野Ⅲl秋成社。因供天覧者織機八十余台，染工其

仙男女百五十余人之操業也。翌十八II親臨I二入帳野奉

供散'覚荷，秋作と播樋及馬ﾙ之塊業也。当11,↑秘化者四

十余戸有私立農学校，普通'｣､学校及撒粟製糖所，此

日有柵川宮織仁親王殿下依命被巡'覧於移住民之茅屋，

実当年之&-¥¥他」

御巡幸の折社長判ﾉ|：氏熟は祝詞を奉呈した。

「昨既に本社に鷺興を托げらるる幸栄を辱うし，今

又本地に臨幸，親しく開墾の実況を覧観せらるるの聖

慈を賜ふ。臣等無I,I:の仁恩を奉載し，就れか感泣せざ

らんや。抑本社の‘il立日尚ほ浅<，随て其事業も亦未

だ進まずと雌も，社員の居を此地に移すもの凡そli.十

余所，或は稼機に尽力し，或は牧蓄に従事し，又典学

校を設け汎川腿式を拡充し，傍小学校をIillいて普llll学

科を講習す。今や鷲1陥親臥冊の幸栄を得て人心|些lら競ひ

事業|'|ら賑ひ，勉むるものをして益勉めしめ，進むも

のをして愈進ましめ，広漠たる荒原は沃峡のIll間と変

じ，寂塞なる寒野は洲密の村落と為すや期して待つべ

きのゑ，唖氏熟，謹て衆社員と与に臨幸の辱きを泰I謝

し，併せて叙聖至イニの洪徳を煩す。斎休頓筒」r秋Ⅱl

県政史上』所収）

このあと元老院:'1噸談官が巡視の後に報告した，秋

成社の状勢によれば（『秋Ill県史資料1ﾘl摘細上』

勧業所収六一三，六一四），機業場の概況として，秋

川織紺社と併せて，

「管下機業の業たるや，専ら士族授産の為めに‘没け

たるが故に，此のm社に於ても，士族の婦女･子をして

其業を取らしめり。現時其業大に達し，其工弥々進み

各唖の織物を製'1|せり。就中白畝織・八丈統は，典本

業とする所なり。販蹄の如き各地に売却すると雌とも

東IノリI.1J京及愛知県より注文あり，然るに世上一般金剛1

のIi'l唯せるより，典除響波及して販路上雄堆の!』{況を

来たし，退縮せんとするの勢ありと雌とも，社主一同

駕励して，1111焼の|||:上金融のUN通を得は，典産,T,胎慌

大のj攻に竿らんとす。

秋成社機業場南秋lIl部長野町六拾四僻地

社長羽生氏熟

役員六名

職~［三｜･名

糸繰Iﾉ"-H-名

ヨリカケニ名

ノヘノノ壱名

染［三名

II々 織i'/:.上り，三百五1－反

IL1畝織・八丈統・其他共

一方，秋Ill識絹社については

－50－



｢駄成社」の機業場

南秋田郡上長町九番地

社長 池 田 甚 之 助

役 員四名職工二十名

糸絹三十名ヨリカケ三名

ノ ベ 方 壱 名染工一名

月々織立上り二百反

白畝織・八丈縞・其他共とあり，また

「機業は，該社員中力役に堪へさる婦女子をして産

に就かしむ。本県に於て士族就産の為め設立したる機

業場全部，1．四年五月払下，｜司年六月其業を創め，専

ら畝織及八丈縞等を製出すと雌とも，傍ら，袴地・絹

帯地・節織・保太織・表絹・裏絹・八反織・縮緬・壁

上布・汗内等を合せて，一ケ年五千反内外を製造す。

その従事する所の職工百四拾四人，昨冬爾来追々金融

の不通に際し，販路の充分ならざると，油年夏季需要

の減するとに依り，当時職工の休業に就<もの殆んど

半数に及くり。

Ⅲ機 業場の返上

明治十七年六月十三日，東京日本橋区蛎穀町二丁'’

四番地，真鍋録造方旅宿二於而，赤川県令6機業場処

分之条項ヲ示サレタル事左ノ如シ･

一本年七月一日ヲ以，該場現在之侭県ffit引渡之事

一該場県庁江引渡候上ハ，秋成社二於テ弐万五千円

ヲ返納スルノ義務無之候小

一該場引渡以前二掛ル弐万五千円ノ利子ハ，秋成社

合県庁1"I相納積

右ハ半切紙11:，県令直々御,認之上，被相示候二付，

右之通御処分相成候ハ型,別二異論も無之旨御答致シ，

就テ資金ｷII借願iI:御下ケ戻之靭二柑決シIⅡ二機業場

返上願差出候事。

但前書御吾附ハ直二県令征返上致候

機業場返上願

当社秋Ⅱ1町機業場之儀ハ，元於本県士族授産之為メ，

御設立相成，追々事業礎大二趣キ，実二県下機業之一

大物産卜柑成候処，明治十四年夏戸崎嘉右エn外一名

江，御払下之際二臨ミ，嘉イ,-M"l俄然病死致シ，万ｲく

得止之情状二迫り，吏二士族授産之名儀ヲ以於当l事

業継続之儀御説諭ヲ蒙'ﾉ，内外之‘11情難黙li終二該場

全部御施fjと侭，御リ|受{l:候鮫二御陥候，然ルー元来

当社ハ|｝H塾・養蚕等之li的ヲ以，結社仕夫二授産資金

ヲモ相借罷在候へ共，機業之如キハ自ラ経済ヲ分別セ

サルヘカラサル儀二有之候間，当時官心得mi之仕入高

家陸，器械，製品，素,v,其他雑品等ヲ合セテ三万五百

九拾七円九拾四美六厘之内，金弐万五千円ハ五ケ年賦

返納之紺|惜護文二相認メ，金五千五百九拾余円ハ，

他借之上一時現金ヲ以上納致候儀二御座候。

陳者僻キー県庁直管中，御製造相成候物hIll之|ﾉ-I.両

京其他ノ商店二送遣相成AI｝候分ハ，帳簿旧i二而御渡相

成候ll1l二而，右等ハ追々販脇困難ノ報告ヲ受ケ，或ハ

ホⅡ製之為メニ直引之照会ヲ得，又或ハ製造之試験二係

ルモノ，生徒ノ伝習二閥スルモノ些如キハ，絶テ販売

之道ナク，彼是困難之折柄，右物品売捌所之内，瀬川

安五郎ナルモノ商業ノ失敗6､，終二該物MM代二而貸滞

金額壱万三拾四円九厘トキⅡ成，是ハ実二予想外之件ニ

シテ，其他節糸湖糸等之如キハ，到底使Ill雌相成程之

tlll'lMヲモ，是迄精々工夫ヲ尽シ，追々製造之上低価ヲ

以販売致来候へ共，今尚使用致兼候糸類殆ン卜，八百

余円彼是取会，凡ソ資本之半額ハ継続以来，一モ運転

之川ヲ達セス，空シク帳飾二存在致居候辿二有之，況

ンヤ鰯来u々物価ノ下蕗二至り，筒キー物iV,二、御渡

柑成候モノハ，自然其価ヲ減シ，実二困難至極之場合

二陥り候へ共，瀬川二係ル金額ハ如何様ニカ弁償之方

伽モ可有之卜，頻リニ談判中追々時日ヲ移シ，彼是混

緋ノ半，リ,｛庁二対スル弐万五千円之利子金ヲ怠り候テ

ハ，学校，病院等之経済上二於テ，御差支之趣二付，

前陳之場行ヲモ不顧非常之模様ヲ以，本年六月分道上

納致候利子金七千百八拾円五拾七銭弐厘，殆ン卜現資

金之1も瓶ヲ上納致候程ニイ:'1当り巾候。然ルー瀬川安五

郎二係ル貨滞金ハ，同人猟業之荒川鉱1llヲ抵当卜致シ

貸附澄文二相改候へ共，イi鉱山ハ大蔵省ヲ始其他ノ債

主ニモ抵当卜相成勝，一朝容易二処分難ｲII成，然ル上

ハ現今ノ侭二而到底損失ヲ償上，継続事業ヲ維持可致

之||途雌之ｲく得止，当機業場ヲ相廃シ候合外無之場合

二立至リ候儀二御l唯候。然苔明治十年以来，於本県士

族授産,と為メ，御設立｜tl成候御旨趣モ，一朝水泡二属

シ，随テ数百名之活路ヲ失上，加之筒キー当社6,相納

悩候抵当物之如キハ，多分仙借致候分二而，既二返済

スヘキノ期|股ヲ過キ，此除遷延致候而ハ，各債主トノ

信川ヲ欠キ，当社全体之‘11:柴上二対シ，非常ノ影群ヲ

米タシ，一網ノ弛張ハ実ﾆﾉIIノ奥慶二係り，甚タ以

頁1－
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渡 部 綱次郎

等ヲI川算シテ売価ヲ定メ，売didノ内ヨリ原価ヲ差リ|タ

ルモノ，之ヲ利潤卜称シ利潤ノ|ﾉ1三リ，，澗賃詣慨等ヲ

引より，ソノ残額ヲ以テ補正勘定ヲ決算スルノ簿式二

付，ソノ決算ノ日二於テハ全体ノ利潤ヲ以テ,m正勘

定ノ伽ヲ減スル事勿論ナリ。I皮ニソノ計算ハ日々増減

有テ，全クノ損失ハ各条項ヲ決算スルノ日ニアラサレ

ハ，見ル事能ハス。

明治十七年六月秋成社

テ不容易次第二御耶候間，今更恐入候儀二御lえl《候得共

該機業場全部事業施行之侭，返上仕度候間,ffij卒当社

二於而該事業継続以来之事情，深ク御汲量之上，非常

特別之御詮議ヲ以，願意御許容被成下，筒キー差出置

候金弐万五千円之拝借護文ハ、御下ケ戻彼成下候様，

＃j二奉願候以上

秋成社々長

羽ﾉ|乞氏熟

秋lHﾘtl'令赤川慰助殿

（朱書)mm出願之趣，事情無余儀ｲII認候二付，此際

先以機業場返上之儀|＃|届候条，賞与金ハ現在之

建物製Ill'l等ヲ積算シ上納可致，猶貸与金二対シ

不足候場合二於テハ，何分之処分可及儀卜可心

得候事

但品代滞金壱万百四円九拾壱銭九厘ハ

証書ヲ以上納iり．致候事

Iﾘ]治十七年七月十二日

機業場御引渡之儀ニ付上申

当社機業場返上之儀，先般御指令之趣，本日御引

渡*上候|州，此段*仕候也

明治十八年八ﾉ1－日

秋成社々長

判ﾉfe氏熟

秋川県令赤川韓助殿

秋Ill喋少書記官紳我部辿夫殿

明治十七年六月一日調

一金弐万五千円機業資本

内訳

金百八拾円三拾三銭九厘現金

金三百廿六円 拾六銭七厘岨家

金四百七拾七円七拾九銭五厘鼎具

金弐百七拾三円七拾九銭四厘伽'll'l

金弐千五拾六円四拾銭三厘ノ|:糸

金 千 弐 百 五 拾四円拾三銭製造品
製造l',l'l代金壱万三百五拾七円八拾八銭八厘 未収入

金三百拾弐円五拾三銭染工所仕入

金弐拾九円九拾六銭′i/IJ要品

金 百 七 拾 七 円廿八銭三厘創業費

金拾弐円七拾銭四厘操替

金四百九円弐拾九銭壱厘仮仰

金九千百三拾門八拾壱銭六厘ドIll正勘定

内金七千百八拾円五拾七銭弐厘興詳差王照
金千九百五拾円弐拾四銭四厘物{,''1F脇二付損

右ハ現今営業中二付，’三|々 製造MMノ金額ヲ1W加シテ

生糸其他ノ金額ヲ減少スルモノナリ。而シテ其製造Ill':

ヲ売却スル時ハ，其代価ハ或ハ生糸トナリ，戎ハ現金

トナリ運転止ム時ナシ。凡ソ製造iViハ原価則糸flⅢヲ以

テ計算シタルモノナレハ，販売スル妊二諸貨祈費利息

鉱m抵当貸附澄文謹印願

兼テ秋成社合瀬川安五郎二対シ，金壱万三拾四円

九厘貸附慨候処，右抵当トシテ仙北伽荒川鉱Illヲ書

入トナシ，返金及兼候節，イi鉱業譲渡之儀，双方|〃

談之上別紙之通約進仕候間，御成規二依り該讃吾i［

御溌印被I戊ド度，此段奉願候以上

秋成社々長

羽生氏熟⑳

lﾘl治-'一七年七月三十日

荒Ill鉱Ill稼人

瀬川安五郎⑩

秋|Ⅱ県令亦m憩助代理

秋Ill県少害記官牌我部.Li夫殿

前書願Ill二付，依而奥印候也

仙北郡荒川村組合

戸長牛丸良吉画

明治十七年八月九日

(朱fiI:）

普而願之趣聞中候リギ

lﾘ]治|･七年八月-|｣･二'二｜

秋IⅡ県令赤川瞳助代理

秋Ill県少書記官曽我部道夫画

ワ
］
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｢秋成社」の機柴場

Ⅳ機業場御引渡致候二付演説書

第一条機業場家屋之儀ハ，元長野下官有地陸軍γi所

轄内設i附之侭，本県ヨリ御渡ｲ11j戊候得共，川二

期限ヲ経過シ存置難相成二付，不得止同所ヲ引

払，長野町本社柵内之内，所川父之述家ヲ分割

致シ，機業場トイ1I定申候。然ルー元機業場唯家

本県御下ケ渡代{Ⅲハ，全部金三百五拾円二有之

候処，長野町機業場ハ，旧県庁之侭本社ニテ御

払下ヲ得候ケ所二付，イ『坪数相典'イノ御払下原価

金三百三拾壱円八拾三銭八厘，外ニカラス戸二

百五枚分，カラス代ニテ金拾八円拾六菱弐爪ヲ

以，本社ヨリ機業場二譲渡候事ニ相成,II1元機

業場御下渡代価，｜司額金三百五拾円ヲ以,I帳簿

原価卜取調，外ニイi逮家ヲ以,X場糸繰場染工

場等ヲ営繕致候金額弐百五拾六円ﾉL拾九受壱厘，

井先年御巡幸之節，玉座新築代金弐百拾八I'l九

拾九菱，合金八百弐拾五円九拾八奨壱厘トキ||成

候間，イiヲ以家屋代did"卜取調候小

第二条器械及上術i'h'i等ハ，先年御下ケ渡州成候員数

卜照合致候ヘハ，破損又ハ不用nn売却等之分モ

有之候間，当今之現在ffuヲ御下ケ渡相成候代価

ヲ以取調仕候事

第三条元機業場ヨリ御リ|渡相成候糊糸等ノ，実際使

用難相成i'l,',ニテ，典侭存在致置候分ハ，兼テ上

申仕置候通二付，是ハ原価ill]御リ|渡ll'l段ヲ以取

調申候，其他之生糸及上需要nn等ハ，総テ帳簿

仕入直段ヲ以，取調仕候事

第四条東京虻店ノ儀ハ，先般返上奉願候以米，別二

本店ヨリ製i'imI"!送小致候二付，械メテ僅少之在

高二有之候間，右等之為メ取扱人等差置候テハ

其人岱ニモ|則係致候故，当時販売方不II-リノ時候

二有之候へ共，一Ⅱf問屋ヘイII払，東京史mmm

止候事

第五条浜根間人前金トシテ，山本郁浜Ill村イi川'I'太

郎へ，金三拾八n/<拾銭,̂ 秋illffiﾙl越村***

泰之助へ，金弐拾五円相渡置，別紙第十一号第

十二号証書之通二御唯候間，イan,',ハ勧業課へ

上納可致旨，通達致慨候事

第六条瀬川蛍五郎二係ル製MM貸滞金，壱万三拾四円

九厘ハ，明治十五年八月十一日.^附証文二相

第上条

第八条

－53－

改メ，同人稼業荒川鉱IU現在之唯物井山林共，

六番抵当トシテ，別紙九号イ印之通受取脳候へ

共，万一返済相成兼候節ハ，同鉱lU営業譲渡之

鮫，別紙九号口印之,iin,約定致候剛，可然御取

扱被成下度候，尤同人儀ハ大蔵省始他債主数多

之負依二係り，イ丁償還之方法甚タIｲくl難ノ場合，

別紙九号ハ印願書写之通，但十六年鉱山利艦分

配方，願書添鉱Ill常菜利絡ヲ以，返済之械申出

事情，誠二無齢儀次第二付，各依主二於テ承諾

相成候上ハ，当社二於テモ承諾"I致旨，十六年

二月十三日依主宛ノH章ニハ調印致椴候へ共，

他債主一同承諾致候I戊否ヤハ，ポタ報告モ無之

故二，右願意二対シ，本証文二nj添，年賦返縦

之契約ハ不相結候へ共，署債主一同ノ承諾ヲ"I"

得モノト取調，瀬川安五郎ヨリ別紙第九号二印

之通，書而差出候間，可然御取扱被成下度候，

且別紙第九号イ印本証文二附帯スヘキ，利i金

証書ハ別紙九号ホ印之通，瀬川安五郎之術求二

依り，‐'一五年十二月分辿ヲ積算シ，之ヲ元二紐

迎年返済之横二付，イi金ハ証文尚ヲ以，当社財

産之内二算入致個候|Ⅲ1，今後約定証二依り御取

立披下鹿候，右瀬川安五郎二掛ルー切ノ証書，

今般ﾘAirへ差出候儀11K会致候処，別紙第九号へ

印之通，書Ifll差出候Ill],該証書同様差出申候事

黒沢利八二掛ル，製i'h'i代滞金弐百三拾四円四

拾美九厘，無証文之侭ニテ県庁ヨリ御引渡ｲ:Ⅱ成

候二付，精々督促致候へ共，一時返納可致様無

之趣二付，不得止現存致居候分ハ，最初御リ|渡

ll'l段ヲ以，其侭返戻為致，残金百三拾円九拾銭

九厘ハ，別紙第一'一号証文二相改メ受取候儀二御

|人|<候，然ルー右/､元県庁ニテ，黒沢利八二対シ

,ﾉ捌手数料，可柑渡約定之由，既二数年旧'ヲ経

過致シ，代金サヘ返納不致モノニ対シ，手数料

等相払候ハ，不都合トモ被存候へ共，今更イく得

止次第二付，別紙証文残念御徴収相成候ハ茎，

Mil文金尚ノ百分五手数料トテ，閥l渡方可然御処

分被下度候fi

当機業場ヨリ，京郁府大坂府博覧会へ出nn致

候製i'hVK奈良博覧会IIIMM之内，既二販売済代

金I可送ｲg収候分ハ,<i帳簿収入二収.|候へ共，残

MM及京部'.''手出Ill'lノ分ハ，別紙第六り･之M二有
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之候間，追テ代金又ハ現品回送之節御細収被下

度候

第九条本年一月ヨリ六月迄二対スル利子金，千百六

拾四円四拾七銭七厘ハ，未タ上納以前二付，七

月三十一日事業打切辿之帳簿，決算上現在金千

百七拾三円四 拾 九 銭 八 厘 之 内 （ ） ヲ

以，右利子金上納額二充引取候|洲，右之fl'f御取

調被下度候事

第十条当機業場ヲ県irヨリ御引継致候節ハ，家屋・

鼎械・製rii'i'素,'lM等ニテ，金三万五百九拾七円

九拾四菱六厘ノ内，金五千五百九拾七円ﾉL拾四

釜六厘ハ，右物('ll'l代ニテー時上納致残金弐万五

千円ハ，残品代ニテイ1措之半二相成候へ共，雑

テ事情上陳仕候通，其内壱万百余円ハ瀬川安五

郎，黒沢利八等ノ貸滞金ニテ，其他家屋器械(llll

品，或ハ見本又ハ柵節糸等之緬ニテ，使川外ノ

物MMヲ合計致候ヘハ，現流融スヘキ金伽ハ，壱

万円内外ニシテ，リ,l-iT二対候テハ本年六ﾉ1分迄

之利-r金合計七千百八拾円五拾七銭弐厘トイ11成

況ンヤ継統以来日ヲ逐，不最気二辿り営業上殊

二困難之場合二付，一季ノ利碓ヲ県庁二上納ス

レハ，其時ニー耐千百余円ノ損失ヲ来タシ候姿

ニテ，今ヤ既二六I'l以上則前顕之金額トイII成候

次第ニト].今後更二利息ヲ嵯減シ芳干ノ涜本ヲ

加上，将来商況挽I"l之機ヲ侍チニアラサレハ，

此損失ヲ償上承り，営業ヲM持可致様無之，イく

得止今般返上奉願候次第ニテ，則今日現有財産

ノ減少致候所以二御座候

第十一条御'ﾉ|渡可致書蹴井帳簿ハ左之jⅢ

第一号建家絵図)卜雌物取調It

第二号器具取調Iキ

第三号術MM調書

第四号素MM取洲iI|：

第五号製MM取調It

第六号博覧会出nn取調書

第七号染工所fl:人取調書

第八号需川MM取洲吉

第九号瀬Hi安五郎証文

第一'一号黒沢利八,iii:文

第十一号E川甲太郎証文

第十二号中林泰之助証文

第十三号折帳簿調整

第十四号職工取締以下人名簿

第十五号現金調書井十七年七月廿九日計算表

第十二条当時職工取締諸係員ハ，皆以本県ヨリ‘11:業

御引渡之|際，共二引継相成候面々ニテ，執レモ

事業斗蛎mナカラ熱j韮致シ，終二今日迫継続致

来候二付，今後於本県事業御施行相成候ハ国，

続テ御採川被成下度尤其内佐々木高雲佐野友Iﾘl

両人ハ，先年官費ヲ以テ機業伝習之為メ，京都

府出張修業致候儀二御座候，外職工等モ多分本

県ヨリ御'ﾉ|継之分二候へ共，追々出入共有之，

且近来之不景気二際シ，｜'|ラ販路不充分二付，

其製造高モ相減候故，職工数多休業為致置，昨

今現場人員ハ別紙取調書之通二御恥候。

第十三条五丁||御蔵ハ，元機業場御払下ノ際付屈ト

シテ，御渡相成使用致l升候事

右之1-li二御座候間，可然御調査之上御受取被成卜度

候以上

秋成社々長

イイ生氏熟

明治-'一七年八月一ll

おわりに

「秋成社」は，『本社指令綴』によると「秋I｣lﾘI切り

後Ilill脚秋il1祁手形＃1ll端町紘成社開繁秋ill県M後

国南秋|Ⅱ郡手形谷地町社長羽生氏熟社員弐百

拾七橘資本金五万円明端-'一二年七月ヨリ排併ノ

W『ニテ，十三年|ﾉし1月六日面m

但五ケ年据iri無利足拾ケ年賦年三歩利付」とあ

る。この『本社指令綴』のほか，設立当時からの『H

IIHI膿』『ドill助禰』．『現金HI納簿』それに『金禄

公伎利用受取帳』などは，出街した旧蒲士名および利

fの受取額が記されていてI'Mてあるので，逐次紹介

することを約したい。

なお，ここに，寄贈して下さいました案n市史細さ

ん室ならびに，御厚情いただいた各位に，心から感謝

を'IIIもげます。

－54－



/;現金出納簿(余3冊

(左11用'帳(全8111}.

(右)本社指令綴(1冊）

(左)磯業場資産|ﾘI細譜(1冊）

(ド)その他の‘渦資料

｢秋成社」の機業場

〔寄贈資料の一部〕
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